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＜団体情報＞ 
担当小委員会 第23-1小委員会 

事務局 一般社団法人日本配線システム工業会 

（原案作成 一般財団法人日本規格協会） 

 
＜規格情報＞ 

規格番号（発行年） JIS C 8283-1（2025） 

対応国際規格番号：発行年 IEC 60320-1:2021（Ed.4.0） 

規格タイトル 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－第1部：一般要

求事項 

適用範囲に含まれる主な電気用品名 差込みプラグ，コンセント，コードコネクタボディ，器具用差

込みプラグ（一般機器用） 

廃止する基準（発行年）及び有効期間 J60320-1（2021） /  有効期間 3年間 

※ J60320-1（H26）は，J60320-2-J1（H21）の見直し後に廃止

する。 

雑音の強さ（当てはまらない選択肢を消去） ・この規格を適用 

 
＜審議中に問題となったこと＞ 

審議中に問題となった主な事項は，次のとおり。 
a) 一般事項（5.1） 細別a)の“形式試験は，各アクセサリの代表的な試料について行う”とあるが，

“代表的な試料”とは，どのようなものか分かりにくいとの意見があったため，審議した結果，注

記で説明を加えることとした。 
b) コンタクトの動作（箇条 17） 対応国際規格は，第3版で箇条 18（耐熱性）を試験の対象として

いたが，第 4 版で箇条 18 が対象から外されたことについて，対応国際規格の審議経過を調査し

た。その結果，附属書 C（試験計画）の試料グループの変更に伴って，対象から外されたことが

確認できたため，対応国際規格のとおり，“箇条 18”の記載を削除することとした。 
c) コード止め（22.2.1） 対応国際規格では，第2段落は“該当する試験に耐える場合，ラビリンス

形（迷路形）のコード止めであってもよい。”と規定されているが，“該当する試験”が不明確との

意見があったため，審議した結果，ラビリンス形（迷路形）コード止めを許容するための特別な要

求事項及び試験があるわけではなく，コード止めとして，ラビリンス形も許容する意図であるた

め，“コード止めは，ラビリンス形（迷路形）であってもよい。”とすることとした。 
d) 屈曲試験（22.3） 図 8（曲げ試験装置）に試験用の電流源などの説明がないため，図を見ただけ

では，分かり難いのではないかとの意見があったため，審議した結果，試験時の電源及び負荷の

接続状況が分かるように図に注記を追加することとした。 
e) 熱可塑性材料の劣化試験（24.2.3） 対応国際規格では，試験条件として“試験中，コネクタ及び

プラグコネクタには，該当するスタンダードシートに従って，対応する機器用インレット及び機

器用アウトレットを差し込んでおく”と規定されているが，これは，24.2.2にも適用されるのでは
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ないかとの意見があったため，審議した結果，24.2.2及び24.2.3の両方に適用することから，試験

条件の記載を24.2.1に移動することとした。 
f) 耐劣化性（E.5.2.1） 対応国際規格では，“この試験の前にまず箇条 16の試験を行う。”旨の一文

が記載されているが，本体の類似の規定［24.2.1（耐劣化性の一般事項）］では，第3.1版で削除さ

れた。附属書 C（試験計画）を確認したところ，箇条 16 に供する試料グループと E.5.2.1 の試験

に供する試料グループとが異なるため，対応国際規格の誤記と判断し，24.2.1に合わせ，上記の一

文を削除することとした。 
 

＜主な改正点＞ 

主な改正点は，次のとおり。 

a) プラグコネクタの温度上昇（箇条 21） プラグコネクタに対する温度上昇の規定を追記した。 

b) コンタクトの横方向による引張試験（23.3） 規定内容を理解しやすくするために，表現を見直し

た。 

c) 分離した前部分が付いたコネクタ及びプラグコネクタの引張試験（23.6） 引張試験を，縦方向引

張試験及び横方向引張試験に整理して規定した。 

d) 耐熱性（24.1） ボールプレッシャー試験に関する規定内容を理解しやすくするために，表現を見

直した。 

e) 試験計画（附属書C） 試験計画を見直し，試料グループを12に増やした。 

f) 周囲温度が 35 ℃を超え 90 ℃以下で使用することを意図する機器用カプラの追加試験及び要求

事項（附属書 E） 周囲温度が 35 ℃を超え 90 ℃以下での使用も意図する機器用カプラに対し

て，動作電流の低減等に関する追加試験及び要求事項を追加した。 
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＜技術基準省令への整合性＞ 

規格番号：JIS C 8283-1:2025  規格名：家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－第1部：一般要求事項 

技術基準 
該当 

規格  

補足 
条 タイトル 条文 項目番号 規定タイトル・概要 

第二条 

第1項 

安全原則 電気用品は，通常の使用状態において，人体に危害を及

ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計さ

れるものとする。 

■該当 

□非該当 

箇条4 箇条4 一般要求事項 

機器用カプラは，通常の使用状態において十分な性

能をもち，使用者及び周囲に危険を及ぼすことのな

いように設計し，組み立てなければならない。 

 

第二条 

第2項 

安全原則 電気用品は，当該電気用品の安全性を確保するために，

形状が正しく設計され，組立てが良好で，かつ，動作が

円滑であるものとする。 

■該当 

□非該当 

箇条6 箇条6 定格 

機器用カプラの最大定格電圧及び最大定格電流は，

規定の値以内でなければならない。 

 

    箇条9 箇条9 寸法及び適合性 

機器用カプラは，次のようなものでなければならな

い。 

－意図しない又は不適切な接続を防止する設計及び

構造 

－コネクタと機器用インレットとの間，又は機器用

アウトレットとプラグコネクタとの間の単極接続は

可能でない 

－不適切な機器用カプラ間のかん合は，可能でない 

－標準化された機器用カプラは，規定する適切なス

タンダードシートに従う 

－標準化されていない機器用カプラの一部分とスタ

ンダードシートに規定する機器用カプラの一部分と
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のかん合が可能でない 

－標準化されていない機器用カプラの一部分と直流

用の標準化された機器用カプラの一部分とのかん合

が可能でない，等 

    箇条12 

12.1 

箇条12 端子及び終端 

12.1 端子及び終端に対する要求事項は，該当する 

JIS又はIEC規格を適用しなければならない。端子は，

端子の締付手段によって，他の部品を固定してはな

らない。 

 

    12.3 12.3 コード非交換形機器用カプラ 

コード非交換形機器用カプラは，はんだ付け，溶

接，圧着又はこれらと同等の効果をもつねじなし接

続を備えなければならない。導体は，取外し可能で

あってはならない。 

 

    箇条13 

13.2 

箇条13 構造 

13.2 コンタクト及びピンの位置 

有極のコネクタ及びプラグコネクタの場合，極（コ

ンタクト又はピン）は，スタンダードシートに従っ

て，確実にかん合する位置になければならない。 

スタンダードシートに従っていない有極の機器用カ

プラの場合，正しい極性であることを確認しなけれ

ばならない。 

 

    13.3 13.3 充電部をカバーする部分 

充電部をカバーする部分は，緩むことがないように

固定しなければならない。 
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    13.4 

13.4.2 

13.4 ピン及びコンタクトの構造 

13.4.2 ピンの保持 

ピンは，工具を用いずに取外しができてはならな

い。また，ピンは，外覆いによって囲まなければな

らない。ピンは，外覆いの縁からはみ出てはならな

い。 

 

    13.5 13.5 接触圧 

コネクタ及び機器用アウトレットのコンタクトは，

十分な接触圧が加えられるよう適応力のあるもので

なければならない。コネクタ及び機器用アウトレッ

トの場合，コンタクトの適応性が絶縁体の弾性に依

存してはならない。 

 

    13.6 

13.6.1 

13.6 外郭 

13.6.1 一般事項 

コネクタ及びプラグコネクタの本体の部分は，

他の部分と確実に固定しなければならない。 

 

    13.6.2 13.6.2 コネクタ及びプラグコネクタは，工具を用い

ずに取外しが可能であってはならない。 

コード交換形のコネクタ及びプラグコネクタの外郭

は，端子，及びコードの少なくともシースを取り除

く箇所までを完全に囲まなければならない。 

コード交換形のコネクタ及びプラグコネクタの場

合，本体の各部は，固定する手段と位置決めする手

段とはそれぞれを分けて，互いに独立させなければ

ならず，少なくともいずれか一方の手段，例えば 1 
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本のねじは，工具を用いずに取外しが可能であって

はならない。溝付タッピンねじは，この目的のため

に用いてはならない。 

コンタクトの弾性は，本体の各部の組立に依存して

はならない。 

感電に対する保護を備えた部分は，組立ねじなどの

部分的な緩みによって，分離してはならない。 

    13.6.3 13.6.3 コード非交換形コネクタ及びコード非交換形

プラグコネクタ（以下，アクセサリ）は，次のよう

なものでなければならない。 

－ケーブル又はコードは，アクセサリが永久に使用

不可能にならない限り，取り外すことが可能であっ

てはならない。 

－アクセサリは，手又は一般用の工具で分解可能で

あってはならない。 

 

    13.9 13.9 接地極（コンタクト又はピン）なしのコネクタ

及びプラグコネクタ，並びに接地極付で定格が2.5 A

のコネクタ及びプラグコネクタは，コードセット又

は相互接続コードセットの形態をとらなければなら

ない。 

 

    13.10 13.10 ヒューズ，リレー，自動温度調節器及び温度

過昇防止装置は，のスタンダードシートに従ったコ

ネクタ又はプラグコネクタに組み込んではならな

い。 

機器用カプラに組み込むスイッチは，当該JISに従わ
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なければならない。 

機器用カプラに組み込むエネルギー調整器は，当該

JISに従わなければならない。 

    箇条16 箇条16 コネクタ及び機器用アウトレットの挿入及

び引抜きに必要な力 

機器用カプラは，コネクタ及び機器用アウトレット

の挿入及び引抜きが容易で，かつ，通常の使用にお

いてコネクタ及び機器用アウトレットが機器用イン

レット及びプラグコネクタから抜け落ちるのを防止

する構造でなければならない。 

 

    箇条17 箇条17 コンタクトの動作 

機器用カプラのコンタクトとピンとは，滑りの動作

を伴う接続で行わなければならない。 

コンタクトとピンとの間，及び接地コンタクトと接

地ピンとの間の接触圧は，それらを取り付ける絶縁

体の弾性に依存してはならない。 

 

    箇条22 

22.1 

箇条22 コード及びその接続 

22.1 接地極（コンタクト又はピン）をもつコード非

交換形のコネクタ及びプラグコネクタは，3 芯コー

ドを備えなければならない。 

コード非交換形で有極のコネクタ及びプラグコネク

タのコードの線芯は，次のように極（コンタクト又

はピン）に接続しなければならない。 

－接地極の線芯：緑及び黄色 

－通電（ライブ）極の線芯：茶色 
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－中性極又は接地側の線芯：ライトブルー 

    22.2.2 22.2.2 コード交換形のコネクタ及びプラグコネクタ

の追加要求事項 

コード交換形のコネクタ及びプラグコネクタのコー

ド止めは，間に合わせの方法，例えばコードに結び目

を作ったり，末端を糸で結ぶような方法を用いてはな

らない。 

 

    22.3 22.3 屈曲試験 

コネクタ及びプラグコネクタは，コードがコネクタ

及びプラグコネクタに入る部分で過度に曲がらない

ように設計しなければならない。 

 

    箇条25 

25.1 

箇条25 ねじ，通電部及び接続部 

25.1 一般事項 

導体の接続に用いるねじ及びナットは，金属ねじ山

にねじ込まなければならない。 

機器用カプラの取付部のねじは，溝付タッピンねじ

であってはならない。 

絶縁材料製のねじは，金属ねじに交換することによ

って機器用カプラの絶縁を損なうようなおそれがあ

る場合，用いてはならない。 

 

    25.2 25.2 電気的接続 

電気的接続は，接触圧がセラミック又は純マイカ以

外の絶縁材料を通して伝達されてはならない。 

 

    25.3 25.3 接続の保持 

機械的接続と電気的接続とを兼ねて使用するねじ及
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びリベットは，緩んだり，回転したりすることのな

いように固定しなければならない。 

第三条 

第1項 

安全機能を有

する設計等 

電気用品は，前条の原則を踏まえ，危険な状態の発生を

防止するとともに，発生時における被害を軽減する安全

機能を有するよう設計されるものとする。 

■該当 

□非該当 

箇条11 箇条11 接地の装備 

保護接地極（コンタクト又はピン）をもつ機器用カ

プラは，保護接地極を最初に接続し，他の極よりも

後に保護接地極を開放する構造でなければならな

い。 

 

第三条 

第2項 

安全機能を有

する設計等 

電気用品は，前項の規定による措置のみによってはその

安全性の確保が困難であると認められるときは，当該電

気用品の安全性を確保するために必要な情報及び使用

上の注意について，当該電気用品又はこれに付属する取

扱説明書等への表示又は記載がされるものとする。 

■該当 

□非該当 

箇条8 箇条8 表示 

次の事項を表示しなければならない。 

－製造業者又は責任ある販売業者の名称，商標又は

略号 

－形名 

－定格電流 

－定格電圧 

－供給電源の種別の記号 

－接地用端子：PE又は記号 

－中性線専用端子：N，等 

 

第四条 供用期間中に

おける安全機

能の維持 

電気用品は，当該電気用品に通常想定される供用期間

中，安全機能が維持される構造であるものとする。 

■該当 

□非該当 

箇条13 

13.7 

箇条13 構造 

13.7 接地接続 

機器用カプラの金属部は，腐食によって電気的及び

機械的特性に関する安全性を損なわないように設計

しなければならない。 

接地極と接地用端子との間の接続は，耐腐食性をも

つ金属でなければならない。 

 

    箇条17 箇条17 コンタクトの動作  
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コネクタ及び機器用アウトレットのコンタクトは，

十分な接触圧をもち，通常の使用状態で劣化するお

それがあってはならない。 

    箇条19 箇条19 開閉性能 

機器用カプラは，規定の試験後，その後の使用を妨

げるような損傷があってはならない。 

 

    箇条20 箇条20 通常操作 

機器用カプラは，通常の使用状態において起こり得

る機械的，電気的及び熱的応力に対し，過度な摩耗

などの有害な影響を受けることなく，これに耐える

ものでなければならない。 

 

    箇条22 

22.3 

箇条22 コード及びその接続 

22.3 屈曲試験 

規定の屈曲試験中，試験電流が流れなくなったり，

導体間に短絡が生じてはならない。 

試験後，試料にこの規格の要求事項を満たさなくな

る損傷があってはならない。コードガードがある場

合は，それが本体から離脱したり，コードの絶縁体

が摩耗したり，擦り切れたりしてはならない。 

 

    箇条24 

24.2.1 

箇条24 耐熱性及び耐劣化性 

24.2.1 一般事項 

エラストマ性又は熱可塑性の材料の機器用カプラ

は，劣化に対する十分な耐性をもたなければならな

い。 

 

    箇条25 箇条25 ねじ，通電部及び接続部  
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25.3 25.3 接続の保持 

端子とその他の部品との結合部は，通常の使用状態

で緩まないように設計しなければならない。 

    25.4 25.4 金属部品 

通電ピン，通電コンタクト，接地ピン及び接地コン

タクトは，機器用カプラの中で発生する状態の下

で，十分な機械的強度及び耐腐食性をもつ金属でで

きていなければならない。 

 

    箇条28 箇条28 耐腐食性 

鉄製の部分は，さびに対して適切に保護しなければ

ならない。 

 

第五条 使用者及び使

用場所を考慮

した安全設計 

電気用品は，想定される使用者及び使用される場所を考

慮し，人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えるお

それがないように設計され，及び必要に応じて適切な表

示をされているものとする。 

■該当 

□非該当 

箇条14 箇条14 耐湿性 

機器用カプラは，通常の使用状態における湿気に耐

えなければならない。 

機器用カプラを，通常の使用状態で液体がこぼれる

おそれのある機器に用いる場合，機器は，耐水保護

性能をもたなければならない。 

 

第六条 耐熱性等を有

する部品及び

材料の使用 

電気用品には，当該電気用品に通常想定される使用環境

に応じた適切な耐熱性，絶縁性等を有する部品及び材料

が使用されるものとする。 

■該当 

□非該当 

箇条10 

10.4 

箇条10 感電に対する保護 

10.4 外郭部分 

コネクタ，機器用アウトレット及びプラグコネクタ

の外郭部分は，組立用ねじ又はこれに類するものを

除き，絶縁材料でできていなければならない。 

 

    箇条13 

13.4.4 

箇条13 構造 

13.4.4 35 ℃を超える周囲温度で使用するプラグコ

ネクタ及び機器用インレットのピンは，中空ピンで
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あってはならない。 

    箇条18 

18.1 

箇条18 高温用及び超高温用機器用カプラの耐熱性 

18.1 高温用及び超高温用の機器用カプラは，機器か

ら発生する熱に十分耐えなければならない。 

高温用及び超高温用のコネクタ及びプラグコネクタ

は，絶縁材料が過度に加熱することのないような構

造でなければならない。 

機器用アウトレット及びコネクタのばねコンタクト

は，過熱による熱緩和によって悪影響を受けてはな

らない。 

 

    箇条22 

22.3 

箇条22 コード及びその接続 

22.3 屈曲試験 

コードがコネクタ及びプラグコネクタに入る部分で

過度に曲がらないように付けるコードガードは，絶

縁材料製でなければならない。 

 

    箇条24 

24.1 

箇条24 耐熱性及び耐劣化性 

24.1 耐熱性 

機器用カプラは，十分な耐熱性をもたなければなら

ない。 

 

    箇条25 

25.4 

箇条25 ねじ，通電部及び接続部 

25.4 金属部品 

機械的摩耗を受けるおそれのある部品は，電気めっ

き被膜をもつ鋼であってはならない。 

 

    箇条27 

27.1.1 

箇条27 絶縁材料の耐熱性，耐火性及び耐トラッキ

ング性 
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27.1.1 一般事項 

電気的作用による熱ストレスを受ける可能性がある

絶縁材料製の部分又は安全性を損ねる劣化が起こる

可能性がある部分は，アクセサリの内部で発生する

熱及び炎によって，著しい影響を受けてはならな

い。 

    27.2 27.2 耐トラッキング性 

高温用及び超高温用の機器用カプラの充電部を保持

する又はそれに接触する絶縁部は，保証トラッキン

グ指数（PTI）が175以上の耐トラッキング性材料の

ものでなければならない。 

 

    附属書E 附属書E 周囲温度が35 ℃を超え90 ℃以下で使用す

ることを意図する機器用カプラの追加試験及び要求

事項 

周囲温度が35 ℃を超え90 ℃以下で使用することを

意図する機器用カプラは，規定の試験に適合しなけ

ればならない。 

 

第七条 

第1項 

感電に対する

保護 

電気用品には，使用場所の状況及び電圧に応じ，感電の

おそれがないように，次に掲げる措置が講じられるもの

とする。 

一 危険な充電部への人の接触を防ぐとともに，必要に

応じて，接近に対しても適切に保護すること。 

■該当 

□非該当 

箇条10 

10.1 

箇条10 感電に対する保護 

10.1 充電部の接近 

機器用カプラは，部分的に又は完全にかん合したと

き，充電部に接触しないように設計しなければなら

ない。 

コネクタ及び機器用アウトレットは，通常使用する

ように適切に組み立て，結線したとき，充電部に接

触しないように設計しなければならない。 
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    10.2 10.2 単極接続に対する保護 

機器用インレット又はプラグコネクタのピンとコネ

クタ又は機器用アウトレットのコンタクトとが接触

したとき，ピンが可触になるような長さであっては

ならない。 

 

    10.3 10.3 充電部への接近に対する保護 

充電部への接近を防止する部分は，工具を用いない

で取り外すことが可能であってはならない。 

 

    箇条13 

13.1 

箇条13 構造 

13.1 偶然に接触する危険性 

機器用カプラは，機器用インレット又はプラグコネ

クタの接地ピンとコネクタ又は機器用アウトレット

の通電コンタクトとの間で，偶然に接触するおそれ

がないように設計しなければならない。 

 

    13.8 

13.8.1 

13.8 端子及び終端の構成 

13.8.1 一般事項 

コード交換形アクセサリの端子及びコード非交換形

アクセサリの終端は，アクセサリ内の導体の外れた

素線によって感電の危険が生じないように配置又は

遮蔽しなければならない。 

 

    13.8.2 13.8.2 コード交換形アクセサリの自由な素線試験 

充電用端子に接続した導体の自由な素線は，あらゆ

る可触金属部に接触してはならない。 

接地用端子に接続した導体の自由な素線は，充電部

に接触してはならない。 
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    13.8.3 13.8.3 コード非交換形非成形アクセサリの自由な素

線試験 

充電終端に接続した導体の自由な素線は，あらゆる

可触金属部に接触してはならない。 

接地終端に接続した導体の自由な素線は，充電部に

接触してはならない。 

 

    箇条22 

22.3 

箇条22 コード及びその接続 

22.3 屈曲試験 

規定の屈曲試験において，コード非交換形のコネク

タ及びプラグコネクタの場合は，切断された導体の

より線が絶縁体を貫通して可触状態になってはなら

ない。 

 

    箇条23 

23.6 

箇条23 機械的強度 

23.6 分離した前部分が付いたコネクタ及びプラグコ

ネクタの引張試験 

規定の試験後，感電に対して保護する部分が緩んだ

り，充電部に触れることが可能になってはならない。 

 

第七条 

第2項 

感電に対する

保護 

二 接触電流は，人体に影響を及ぼさないように抑制さ

れていること。 

■該当 

□非該当 

箇条13 

13.7 

箇条13 構造 

13.7 接地接続 

コネクタ及びプラグコネクタの接地極（コンタクト

又はピン）は，本体に固定しなければならない。接

地極と接地用端子とが一体でない場合は，それらの

部分をリベット，溶接又は同様の確実な方法によっ

て互いに固定しなければならない。 

 

第八条 絶縁性能の保 電気用品は，通常の使用状態において受けるおそれがあ ■該当 箇条13 箇条13 構造  
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持 る内外からの作用を考慮し，かつ，使用場所の状況に応

じ，絶縁性能が保たれるものとする。 

□非該当 13.8 

13.8.1 

13.8 端子及び終端の構成 

13.8.1 一般事項 

コード非交換形成形アクセサリは，導体の外れた素

線と，アクセサリの全ての可触外面との間の距離が

要求する最小絶縁距離未満に減少することを防止す

る手段を備えなければならない。 

    13.8.3 13.8.3 コード非交換形非成形アクセサリの自由な素

線試験 

規定の試験において，構造的な隙間を通る外面まで

の沿面距離及び空間距離が1.5 mm未満に減少しては

ならない。 

 

    箇条15 箇条15 絶縁抵抗及び耐電圧 

機器用カプラは，適切な絶縁抵抗及び耐電圧をもた

なければならない。 

 

    箇条19 箇条19 開閉性能 

規定の試験において，機器用カプラは，異極充電部

間又は充電部と接地回路との間にフラッシュオーバ

があってはならない。 

 

    箇条22 

22.2 

22.2.2 

箇条22 コード及びその接続 

22.2 コード止め 

22.2.2 コード交換形のコネクタ及びプラグコネクタ

のねじを含むコード止めの金属部品は，接地回路か

ら絶縁しなければならない。 

 

    箇条26 

26.1 

箇条26 空間距離，沿面距離及び固体絶縁 

26.1 機器用カプラは，空間距離，沿面距離及び絶縁
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材料を通しての距離が，機器用カプラ及び相互接続

カプラの寿命中に生じる環境的影響の下において，

電気的，機械的及び熱的応力に耐えるのに十分な構

造でなければならない。 

第九条 火災の危険源

からの保護 

電気用品には，発火によって人体に危害を及ぼし，又は

物件に損傷を与えるおそれがないように，発火する温度

に達しない構造の採用，難燃性の部品及び材料の使用そ

の他の措置が講じられるものとする。 

■該当 

□非該当 

箇条19 

 

 

箇条27 

27.1.1 

箇条19 開閉性能 

機器用カプラは，規定の試験中に，いずれの箇所に

も持続するアークがあってはならない。 

箇条27 絶縁材料の耐熱性，耐火性及び耐トラッキン

グ性 

27.1.1 一般事項 

電気的作用による熱ストレスを受ける可能性がある

絶縁材料製の部分又は安全性を損ねる劣化が起こる

可能性がある部分は，アクセサリの内部で発生する

熱及び炎によって，著しい影響を受けてはならな

い。 

 

第十条 火傷の防止 電気用品には，通常の使用状態において，人体に危害

を及ぼすおそれがある温度とならないこと，発熱部が

容易に露出しないこと等の火傷を防止するための設計

その他の措置が講じられるものとする。 

■該当 

□非該当 

箇条21 箇条21 温度上昇 

コンタクト，その他の通電部は，電流が流れて生じ

る温度上昇が過度にならないように設計しなければ

ならない。 

端子又は終端及びコンタクトの温度上昇は，45 K を

超えてはならない。 

 

第十一条 

第1項 

機械的危険源

による危害の

防止 

電気用品には，それ自体が有する不安定性による転

倒，可動部又は鋭利な角への接触等によって人体に危

害を及ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがないよ

うに，適切な設計その他の措置が講じられるものとす

■該当 

□非該当 

箇条22 

22.2 

22.2.2 

箇条22 コード及びその接続 

22.2 コード止め 

22.2.2 コード交換形コネクタ及びコード交換形プラ

グコネクタの追加要求事項 
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る。 コードは，コード止めの締付ねじに接触してはなら

ない。 

第十一条 

第2項 

機械的危険源

による危害の

防止 

電気用品には，通常起こり得る外部からの機械的作用

によって生じる危険源によって人体に危害を及ぼし，

又は物件に損傷を与えるおそれがないように，必要な

強度を持つ設計その他の措置が講じられるものとす

る。 

■該当 

□非該当 

箇条13 

13.4 

13.4.1 

箇条13 構造 

13.4 ピン及びコンタクトの構造 

13.4.1 回転の防止 

機器用インレット及びプラグコネクタのピン並びに

コネクタ及び機器用アウトレットのコンタクトは，

回転しないように固定しなければならない。 

 

    13.4.2 13.4.2 ピンの保持 

機器用インレット及びプラグコネクタのピンは，確

実に固定し，十分な機械的強度をもたなければなら

ない。 

 

    13.4.3 13.4.3 中空ピン 

中空ピンは，規定の加圧試験の結果，ピンの形状に

顕著な変化が現れてはならない。 

 

    箇条22 

22.2 

22.2.1 

箇条22 コード及びその接続 

22.2 コード止め 

22.2.1 一般事項 

コネクタ及びプラグコネ858 クタは，導体を端子又

は終端に接続する箇所で，ねじれを含む張力が加わ

らないように，また，外側の被覆を摩耗から保護す

るために，コード止めを備えていなければならな

い。 

 

    22.2.2 22.2.2 コード交換形のコネクタ及びプラグコネクタ

は，次のようなものでなければならない。 
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－コードに張力が加わらないようにする方法及びね

じれ防止を有効にする方法を明らかにする 

－コード止め又はその一部は，コネクタ及びプラグ

コネクタの他の構成部品の一つと一体となっている

か又はそれに固定する 

    22.2.3 22.2.3 ケーブル止めの引張試験 

ケーブル止めに規定の引張試験及びトルク試験を行

ったとき，コードは規定以上に移動してはならな

い。 

 

    箇条23 箇条23 機械的強度 

機器用カプラは，規定の自然落下試験，コネクタの横

方向による引張試験，インパクト試験並びに分離した

前部分が付いたコネクタ及びプラグコネクタの引張

試験に耐える十分な機械的強度をもたなければなら

ない。 

 

    箇条25 箇条25 ねじ，通電部及び接続部 

ねじは，規定の試験において，ねじ接続は緩まず，

その後のアクセサリの使用を妨げるようなねじの破

損，又はねじ頭の溝，ねじ山，ワッシャ若しくは締

付板の損傷が生じてはならない。 

 

第十二条 化学的危険源

による危害又

は損傷の防止 

電気用品は，当該電気用品に含まれる化学物質が流出

し，又は溶出することにより，人体に危害を及ぼし，

又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。 

■該当 

□非該当 

箇条4 箇条4 一般要求事項 

機器用カプラは，通常の使用状態において十分な性

能をもち，使用者及び周囲に危険を及ぼすことのな

いように設計し，組み立てなければならない。 

 

第十三条 電気用品から 電気用品は，人体に危害を及ぼすおそれのある電磁波 □該当 ― ― 一般的に，通常
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発せられる電

磁波による危

害の防止 

が，外部に発生しないように措置されているものとす

る。 

■非該当 の使用において

電磁波による障

害を発生しない

ことから，非該

当が妥当と考え

る。 

第十四条 使用方法を考

慮した安全設

計 

電気用品は，当該電気用品に通常想定される無監視状

態での運転においても，人体に危害を及ぼし，又は物

件に損傷を与えるおそれがないように設計され，及び

必要に応じて適切な表示をされているものとする。 

■該当 

□非該当 

箇条4 箇条4 一般要求事項 

機器用カプラは，通常の使用状態において十分な性

能をもち，使用者及び周囲に危険を及ぼすことのな

いように設計し，組み立てなければならない。 

 

第十五条 

第1項 

始動，再始動

及び停止によ

る危害の防止 

電気用品は，不意な始動によって人体に危害を及ぼ

し，又は物件に損傷を与えるおそれがないものとす

る。 

□該当 

■非該当 

― ― 一般的に，不意

な始動によって

人体に危害を及

ぼし又は物件に

損傷を与えるお

それがないた

め，非該当が妥

当と考える。 

第十五条 

第2項 

始動，再始動

及び停止によ

る危害の防止 

電気用品は，動作が中断し，又は停止したときは，再

始動によって人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を

与えるおそれがないものとする。 

□該当 

■非該当 

― ― 一般的に，不意

な再始動によっ

て人体に危害を

及ぼし又は物件

に損傷を与える

おそれがないた

め，非該当が妥
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当と考える。 

第十五条 

第3項 

始動，再始動

及び停止によ

る危害の防止 

電気用品は，不意な動作の停止によって人体に危害を

及ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがないものと

する。 

□該当 

■非該当 

― ― 一般的に，不意

な停止によって

人体に危害を及

ぼし又は物件に

損傷を与えるお

それがないた

め，非該当が妥

当と考える。 

第十六条 保護協調及び

組合せ 

電気用品は，当該電気用品を接続する配電系統や組み

合わせる他の電気用品を考慮し，異常な電流に対する

安全装置が確実に作動するよう安全装置の作動特性を

設定するとともに，安全装置が作動するまでの間，回

路が異常な電流に耐えることができるものとする。 

■該当 

□非該当 

箇条12 

 

 

 

箇条22 

箇条12 端子及び終端 

コード交換形機器用カプラは，規定の寸法の電線を

適切に接続可能なねじ形又はねじなし形締付式接続

器具を備えなければならない。 

箇条22 コード及びその接続 

コード非交換形のコネクタ及びプラグコネクタは，

コネクタ及びプラグコネクタのタイプに従って規定

するコードのタイプ以上のコードを備え，かつ，コ

ードは規定する公称断面積以上のものでなければな

らない。 

 

第十七条 電磁的妨害に

対する耐性 

電気用品は，電気的，磁気的又は電磁的妨害により，

安全機能に障害が生じることを防止する構造であるも

のとする。 

□該当 

■非該当 

箇条29 箇条29 電磁両立性（EMC）要求事項 

注記 電子部品を内蔵するアクセサリに対する要求

事項は，まだ必要性が確立していないため，含めて

いない。 

29.1 イミュニティ－電子部品を内蔵していないアク

セサリ 

一般的に，通常

の使用において

電磁波による影

響を受けないこ

とから，非該当

が妥当と考え
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これらのアクセサリは，通常，電磁妨害に影響され

ないため，イミュニティ試験は要求しない。 

る。 

第十八条 雑音の強さ 電気用品は，通常の使用状態において，放送受信及び

電気通信の機能に障害を及ぼす雑音を発生するおそれ

がないものとする。 

□該当 

■非該当 

箇条29 箇条29 電磁両立性（EMC）要求事項 

注記 電子部品を内蔵するアクセサリに対する要求

事項は，まだ必要性が確立していないため，含めて

いない。 

29.2 エミッション－電子部品を内蔵していないアク

セサリ 

これらのアクセサリは，電磁妨害を発生しない。し

たがって，エミッション試験は必要としない。 

一般的に，通常

の使用において

電磁波による障

害を発生しない

ことから，非該

当が妥当と考え

る。 

第十九条 表示等（一般） 電気用品は，安全上必要な情報及び使用上の注意（家

庭用品品質表示法（昭和三十七年法律第百四号）によ

るものを除く。）を，見やすい箇所に容易に消えない方

法で表示されるものとする。 

■該当 

□非該当 

箇条8 

8.5 

箇条8 表示 

8.5 表示の識別 

規定するコネクタ及びプラグコネクタの表示は，コネ

クタ及びプラグコネクタを結線するとき及び使用可

能な状態において，容易に識別できなければならな

い。 

 

    8.7 8.7 耐久性 

この規格に規定する表示は，読みやすく，かつ，容

易に消えてはならない。表示は，ねじ，取り外せる

ワッシャ，その他の取り外せるものの上にあっては

ならない。 

 

    8.8 8.8 試験及び検査 

表示は，表示のこすり試験及びこの規格の全ての非

破壊試験の後，読むことができなければならない。

ラベルは容易に剝がれたり，めくれあがったりして
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はならない。 

第二十条 

第1項 

表示（長期使

用製品安全表

示制度による

表示） 

次の各号に掲げる製品の表示は，前条の規定によるほ

か，当該各号に定めるところによる。 

一 扇風機及び換気扇（産業用のもの又は電気乾燥機

（電熱装置を有する浴室用のものに限り，毛髪乾燥機

を除く。）の機能を兼ねる換気扇を除く。）機器本体の

見やすい箇所に，明瞭に判読でき，かつ，容易に消え

ない方法で，次に掲げる事項を表示すること。 

(イ) 製造年 

(ロ) 設計上の標準使用期間（消費生活用製品安全法

（昭和四十八年法律第三十一号）第三十二条の三 第一

項第一号に規定する設計標準使用期間をいう。以下同

じ。） 

(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると，経年

劣化による発火，けが等の事故に至るおそれがある旨 

□該当 

■非該当 

― ― 扇風機及び換気

扇は，当該規格

の適用範囲に含

まれないため，

非該当が妥当と

考える。 

第二十条 

第2項 

表示（長期使

用製品安全表

示制度による

表示） 

二 電気冷房機（産業用のものを除く。）機器本体の見

やすい箇所に，明瞭に判読でき，かつ，容易に消えな

い方法で，次に掲げる事項を表示すること。 

(イ) 製造年 

(ロ) 設計上の標準使用期間 

(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると，経年

劣化による発火，けが等の事故に至るおそれがある旨 

□該当 

■非該当 

― ― 電気冷房機は，

当該規格の適用

範囲に含まれな

いため，非該当

が妥当と考え

る。 

第二十条 

第3項 

表示（長期使

用製品安全表

示制度による

三 電気洗濯機（産業用のもの及び乾燥装置を有する

ものを除く。）及び電気脱水機（電気洗濯機と一体とな

っているものに限り，産業用のものを除く。）機器本体

□該当 

■非該当 

― ― 電気洗濯機及び

電気脱水機は，

当該規格の適用
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表示） の見やすい箇所に，明瞭に判読でき，かつ，容易に消

えない方法で，次に掲げる事項を表示すること。 

(イ) 製造年 

(ロ) 設計上の標準使用期間 

(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると，経年

劣化による発火，けが等の事故に至るおそれがある旨 

範囲に含まれな

いため，非該当

が妥当と考え

る。 

第二十条 

第4項 

表示（長期使

用製品安全表

示制度による

表示） 

四 テレビジョン受信機（ブラウン管のものに限り，

産業用のものを除く。）機器本体の見やすい箇所に，明

瞭に判読でき，かつ，容易に消えない方法で，次に掲

げる事項を表示すること。 

(イ) 製造年 

(ロ) 設計上の標準使用期間 

(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると，経年

劣化による発火，けが等の事故に至るおそれがある旨 

□該当 

■非該当 

― ― テレビジョン受

信機は，当該規

格の適用範囲に

含まれないた

め，非該当が妥

当と考える。 

 


